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信
濃
川
水
系
の
東
京
電
力
発
電
水
利
権
の
目
的
外
使
用
に
関
す
る
質
問
主
意
書

東
京
電
力
株
式
会
社
（
以
下
「
東
電
」
と
い
う
。
）
は
、
信
濃
川
水
系
の
四
ケ
所
の
水
力
発
電
所
（
中
津
川
第
一
、
中
津
川

第
二
、
信
濃
川
、
湯
沢
）
に
お
い
て
、
発
電
取
水
し
た
水
を
導
水
路
の
途
中
か
ら
、
計
十
ケ
所
の
目
的
外
分
水
（
灌
漑
・
雑
用

水
等
）
を
行
っ
て
い
た
と
報
告
し
て
い
る
。
こ
の
中
の
七
ケ
所
に
つ
い
て
は
現
在
も
分
水
は
続
い
て
お
り
、
中
に
は
八
十
年
間

継
続
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
こ
れ
ら
目
的
外
の
分
水
に
つ
い
て
は
、
法
に
適
っ
た
処
理
を
怠
れ
ば
、
流
水
占
用
の
規
範
が
崩

れ
、
許
可
行
政
が
根
底
か
ら
揺
ら
ぐ
こ
と
と
な
る
。

一

水
利
権
の
法
的
解
釈
に
つ
い
て

�

大
正
時
代
に
発
生
し
た
渓
流
水
（
法
外
河
川
）
使
用
の
損
失
を
導
水
路
（
法
河
川
）
か
ら
水
利
権
を
取
得
せ
ず
補
償
す

る
分
水
に
、
旧
河
川
法
制
定
以
前
か
ら
存
在
す
る
慣
行
水
利
権
と
同
等
の
権
利
性
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
許
可
行
政
上
ど

の
よ
う
に
整
理
す
る
の
か
。

�

発
電
目
的
で
の
取
水
量
は
、
位
置
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
み
を
利
用
す
る
も
の
で
消
費
さ
れ
な
い
こ
と
を
前
提
に
、
そ
の
取
水

量
が
許
可
さ
れ
る
が
、
そ
の
一
部
を
消
費
さ
れ
る
灌
漑
用
等
の
目
的
外
使
用
水
（
維
持
管
理
用
水
を
含
む
）
に
利
用
し
て

い
た
こ
と
を
ど
う
整
理
す
る
の
か
。

一



�

河
川
法
で
は
目
的
外
の
水
利
使
用
を
認
め
て
い
な
い
が
、
発
電
目
的
で
許
可
し
た
も
の
の
う
ち
維
持
管
理
用
水
（
冷
却

水
・
消
火
用
水
・
融
雪
水
な
ど
発
電
以
外
の
用
途
）
と
し
て
河
川
管
理
者
の
裁
量
で
認
め
ら
れ
る
も
の
は
ど
の
範
疇
か
。

二

こ
の
う
ち
、
湯
沢
発
電
所
に
お
い
て
は
、
東
電
が
平
成
十
七
年
十
一
月
三
十
日
に
水
利
権
更
新
申
請
を
提
出
し
て
お
り
、

現
在
、
国
土
交
通
省
北
陸
地
方
整
備
局
に
て
審
査
さ
れ
て
い
る
。
東
電
は
提
出
時
に
、
目
的
外
使
用
水
（
維
持
管
理
用
水

を
含
む
）
を
含
め
ず
申
請
し
て
お
り
、
一
連
の
不
適
切
事
案
調
査
聴
取
（
平
成
十
九
年
三
月
十
四
日
ま
で
）
に
お
い
て
も

灌
漑
分
水
の
事
実
を
報
告
し
て
い
な
い
。

�

更
新
申
請
を
受
理
し
、
審
査
実
務
を
行
っ
た
信
濃
川
河
川
事
務
所
は
、
分
水
の
事
実
を
知
ら
ぬ
ま
ま
「
申
請
は
妥
当
で

あ
る
。
」
と
し
て
北
陸
地
方
整
備
局
に
副
申
し
た
が
、
水
利
使
用
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
仕
組
み
に
問
題
は
な
い
か
。

�

当
該
発
電
所
は
発
電
後
の
水
を
同
一
水
系
内
に
放
流
す
る
通
常
の
施
設
と
は
異
な
り
、
流
域
を
変
え
て
発
電
後
放
流
す

る
構
造
で
あ
る
。
下
流
に
灌
漑
水
利
権
を
有
す
る
利
水
者
が
あ
る
両
河
川
に
お
い
て
、
取
水
し
た
川
と
異
な
る
流
域
に
、

導
水
の
過
程
で
、
目
的
外
の
灌
漑
分
水
を
し
て
い
る
こ
と
を
ど
う
整
理
す
る
の
か
。

�

更
新
申
請
の
基
に
な
っ
て
い
る
基
準
期
間
デ
ー
タ
は
、
経
済
産
業
省
に
年
次
報
告
し
て
い
た
流
量
年
表
で
あ
る
が
、
こ

の
中
で
目
的
外
使
用
水
（
維
持
管
理
用
水
を
含
む
）
は
ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
て
い
る
か
。
ま
た
、
更
新
申
請
の
取
水

二



量
、
取
水
制
限
流
量
等
の
検
討
に
お
い
て
問
題
は
な
い
の
か
。

�

東
電
は
国
土
交
通
省
へ
の
年
次
取
水
量
報
告
に
お
い
て
、
当
該
発
電
所
の
場
合
、
平
成
十
五
年
ま
で
は
、
許
可
の
条
件

で
あ
る
水
利
使
用
規
則
に
定
め
た
手
法
と
異
な
る
、
発
電
出
力
か
ら
逆
算
し
た
使
用
量
を
取
水
量
と
し
て
提
出
し
て
お

り
、
信
濃
川
河
川
事
務
所
は
こ
の
報
告
を
受
け
て
い
た
。
平
成
十
九
年
二
月
十
四
日
、
東
電
は
「
当
社
水
力
発
電
所
の
河

川
法
に
係
る
デ
ー
タ
改
ざ
ん
及
び
手
続
き
不
備
に
関
す
る
調
査
報
告
書
」
の
中
で
、
「
出
力
換
算
の
報
告
で
は
上
限
値
処

理
を
行
っ
て
い
た
」
と
し
て
い
る
。
湯
沢
発
電
所
も
こ
れ
に
該
当
し
て
い
る
が
、
導
水
路
途
中
か
ら
の
目
的
外
使
用
（
維

持
管
理
用
水
を
含
む
）
分
水
量
は
、
報
告
上
ど
の
よ
う
に
処
理
す
る
の
か
。

三

こ
れ
ら
目
的
外
使
用
（
維
持
管
理
用
水
を
含
む
）
を
行
っ
て
い
る
発
電
施
設
に
つ
い
て
、

�

目
的
外
使
用
水
（
維
持
管
理
用
水
を
含
む
）
の
分
水
に
か
か
わ
る
施
設
に
つ
い
て
の
管
理
点
検
は
ど
の
よ
う
に
さ
れ
て

い
る
の
か
。

�

東
電
は
不
適
切
事
案
調
査
聴
取
（
平
成
十
九
年
三
月
十
四
日
ま
で
）
に
お
い
て
、
維
持
管
理
用
水
と
し
て
融
雪
水
・
消

火
用
水
等
の
報
告
を
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
灌
漑
分
水
の
事
実
を
隠
蔽
し
て
お
り
、
報
告
を
求
め
ら
れ
る
ま
で
明

ら
か
に
し
な
か
っ
た
が
、
許
可
受
者
に
対
す
る
法
令
遵
守
の
指
導
は
徹
底
さ
れ
て
い
る
か
。

三



四

同
様
の
目
的
外
水
利
使
用
が
、
他
の
水
力
発
電
施
設
に
お
い
て
も
行
わ
れ
て
い
な
い
か
調
査
の
必
要
は
な
い
か
。

右
質
問
す
る
。

四


